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【お問い合わせ】

・深江図書館　5125　・布津図書室　5134
・有家図書館　5046　・西有家図書館　5155
・北有馬図書室　5164　・原城図書館　5078
・口之津図書館　5186　・加津佐図書館　5119
＊詳しいことは、館内ポスターや
　各図書館でご確認ください。 イラスト・題字：長谷川義史

☎050 ｰ3381 〔ー各図書館下4桁〕

南島原市図書館 検索

　こんにちは、有家図書館です。夏休み中は「はたらくくるま大集合」「昆虫写真
家 新開孝先生の講演会」「図書館バッグに絵を描こう」など企画目白押しでした。
　今後も、子どもだけではなく、親子や大人向けの講座を開催します。有家図書館
では、11月に図書館講座「落語を楽しもう」を企画中です。みなさん、お楽しみに。

図書館紹介『有家図書館』
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▼加津佐図書館
・『大活字本展示』 ９月１日㈪～10月31日㈮
・『蔵書点検』 ９月17日㈬～22日㈪
▼口之津図書館
・『寺子屋おはなし会
　ペープサート「これはのみのぴこ」』
　９月20日㈯ 午後３時～
▼原城図書館
・『親子でエコクラフト工作』※要申込
　９月６日㈯ 午後２時～（定員10組）
・『敬老の日 にがおえ展』
　９月６日㈯～15日㈪
・『工作教室 ブックカバーをつくろう！』※要申込
　９月21日㈰ 午後２時～（定員10人）
▼北有馬図書室
・『苔玉教室』９月19日㈮午後２時～
　定20人  り 800円  〆９月10日
・『敬老の日 にがおえ展』
　９月６日㈯～15日㈪
▼西有家図書館
・『女性講座「アロママッサージ講座」』※要申込
　第１回９月13日㈯ 午後２時～４時
　第２回９月20日㈯ 午後２時～４時
・『蔵書点検』　９月２日㈫～９日㈫
▼深江図書館
・『蔵書点検』　９月23日㈫～28日㈰

＊予約が必要な行事もあります。詳細は各図書館へお問い合わせください。
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南島原市図書館だより vol.99

各図書館行事とお知らせ
児童書

一般書

広　告

☎0957（72）2017（担当：検診室）
※事前予約が必要です。ご不明な点はお問い合わせください。

多忙な平日をお過ごしの女性の皆様

平成26年 6月29日・10月19日
平成27年 2月１日・2月22日
平成26年 6月29日・10月19日
平成27年 2月１日・2月22日
平成26年 6月29日・10月19日
平成27年 2月１日・2月22日

日曜日に乳がん検診を受けましょう！！日曜日に乳がん検診を受けましょう！！
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こんにちは！消費生活センターです 問 南島原市消費生活センター
　 ☎０９５７（８２）３０１０

●相談事例
　突然自宅に電話があり、○○さ
ん宅ですよねと私の住所と氏名を
言い「名産地からおいしいカニと
昆布を送ります。ホタテも付けま
す。いつがご在宅でしょうか」と
言われた。思わず「来週の昼ごろには家にいる」と答えて
しまい「日にちと時間を指定して送ります。代金は 15,000
円です」と電話が切れた。いつが在宅かと問われ、答えた
までで、注文するつもりはなかった。慌てて断りを入れよ
うと着信番号に電話するも相手が出ない。もし送られてき
た時にはどう対応したらよいのか。（市内：70代 男性）

●消費生活センターからの助言
　突然の電話勧誘で心構えができておらず、つい承諾して
しまったという相談が寄せられています。必要ないと思え
ば、はっきりと断り、早めに電話を切りましょう。たとえ
不本意な契約に承諾してしまったとしても、販売員は話の
プロですので恥じることはありません。
　電話勧誘で承諾したがやはり断りたいという時には、
書面が送られてから８日以内であればクーリング・オフ制
度を利用できます。ただし、利用できない場合もあります
ので詳しくはお問い合わせください。商品が送られてきた
時には送り状に記載の契約内容と事業者情報のメモを取っ
てから、受取拒否し、クーリング・オフしましょう。

おいしいカニを送ります！いつがご在宅ですか？
～突然の電話勧誘にご注意～

広　告

　ここ数十年間で、中国の大部分の都
市では住宅建設ブームとなり、たくさ
んの古い家が高層ビルに建てなおされ
ました。もともと住んでいた住民たち
は新築のビルにそのまま移住すること
ができます。新居が前の家より広くな
る場合は、市販の３分の１ぐらいの値
段で買うことができます。もし、ビル
が住宅以外の用途になった場合、住民
は指定された新築ビルに移住することになります。場所
は大体郊外ですが、かなり広いです。
　中国では、家に対する所有権は永久ですが、土地の使
用権は70年なので、70年後、契約が自動的に延長するか、
前述した繰り返しになるでしょう（まだ先例がありませ
ん）。農村部では事情が違うところがありますので、別に
紹介したいと思います。（チュウ）

　建築において日本は「木の文化」、ヨーロ
ッパは「石の文化」だと言われています。イ
タリアでも木造住宅は少なくありません
が、日本の方が多いです。自然災害や高湿
気など、厳しい天候のため壊れやすい日本
の家と違って、からっとしている地中海の
天候のため、イタリアの建物はなんと何百
年も保っています。実は、国土全体の景観
を保護するために文化財保護法に加え自

然美保護法が制定されています。大都会の歴史的旧市街地区
内の建造物の工事は、文化的･都市計画的側面から厳重に規
制を行います。イタリアでは土地ではなく、建物にのみ固定
資産税がかかる制度です。建物に不動の価値があるのです。
また、不動産の売買、賃貸ともに法律で上限価格が定められ、
価格暴騰はありません。相続税も安く抑えられており、何百
年も使いこんだ住宅や別荘が尊重されます。（フランチ）
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八千代喫茶店にて


